
                               【参考資料】 
湯河原町宿泊税検討委員会設置要綱の一部を改正する告示新旧対照条文 

現     行 改  正  後 備 考 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項

を所掌する。 

 (1) 宿泊税を含めた新たな財源

確保に関すること。 

(2) （略） 

| 

(6) （略） 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日か

ら令和８年３月31日までとする。 

 

２ （略） 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この告示は、公表の日から施行

する。 

 （失効） 

２ この告示は、令和８年３月31

日に限り、その効力を失う。 

                 

 

 

 

（所掌事務） 

第２条 委員会は、次に掲げる事項

を所掌する。 

 (1) 宿泊税による財源確保に関

すること。 

(2) （略） 

| 

(6) （略) 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日か

ら２年以内とし、再任を妨げな

い。 

２ （略） 

附 則 

この告示は、公表の日から施行す

る。 

 

 

 

 

附 則 

この告示は、公表の日から施行す

る。 
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